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第３回美里町農業委員会定例総会 

 

１ 開 催 日 平成２９年３月２４日(金)午後１時３１分から午後３時５０分 

 

２ 開催場所 美里町南郷庁舎２階 ２０２会議室 

 

３ 出席委員（２０名） 

   １番 佐々木 裕一   ２番 佐藤  清   ３番 遊佐 恭一 

   ４番 久道 雄悦   ５番 伊藤 惠子   ６番 後藤 幸太郎 

   ７番 髙橋 繁廣   ８番 三浦 淳子   ９番 伊藤 雄一 

  １０番 大﨑 幸信  １１番 福田 なほ子  １２番 柴山 真二 

  １３番 小野 保裕  １４番 邉見 勝寿  １５番 鈴木 龍一 

  １６番 鈴木 幸博  １７番 我妻 卓美  １８番 髙橋 建一 

  １９番 大友 重善  ２０番 渡邉 雅光 

 

  欠席委員（なし） 

 

４ 報告事項 

  １ 農家相談日について 

  ２ 使用貸借権の合意解約による通知について 

  ３ 農地法第１８条第６項の規定による通知について（賃貸借権の合意解約） 

  ４ 利用権設定の合意解約による通知について 

 

５ 議事 

  第１号議案 農地法第３条の規定による許可申請の許可について 

  第２号議案 農用地利用集積計画書審議について 

  第３号議案 農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項による意見に 

        ついて 

  第４号議案 農地法第４条第１項の規定による許可申請の意見決定について 

  第５号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請の意見決定について 

  第６号議案 美里町長の権限に属する委任事務の返戻について 

  第７号議案 農地利用状況調査に伴う非農地の判断について 

  第８号議案 農業者年金加入推進活動謝礼金交付要領について 

 

６ その他連絡・報告事項 

  １．平成２９年３月事業報告について 

  ２．平成２９年４月事業予定について 
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  ３．その他 

 

７ 職務代理 閉会挨拶 

 

８ 農業委員会事務局職員 

  事務局長 佐 藤 吉 則 

  事務次長 菊 地 和 則 
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９ 会議の概要 

事務局 

 

 

会長 

 

事務局 

 

 

 

 

議長 

 

議長 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

各担当委員 

 

議長 

 

 

各担当委員 

 

議長 

 

 ただいまから平成２９年第３回美里町農業委員会総会を開会いたします。 

 開会に当たりまして、会長からご挨拶をお願いいたします。 

 

 （挨拶内容省略） 

 

 ありがとうございました。 

 議事進行につきましては、美里町農業委員会会議規則第５条によりまして、

会長が議長となり議事を整理するとありますので、会長、よろしくお願いい

たします。 

 

 それでは、これより第３回美里町農業委員会総会を開催します。 

 

 本日の出席委員は２０名全員であります。農業委員会に関する法律第２７

条３項の規定を満たしておりますので総会は成立しております。 

 

 議事録署名委員の選任でございます。会議規則第１５条１項の規定により

議長より２名を指名いたします。１０番大﨑幸信委員、１１番福田なほ子委

員のお二人にお願いいたします。 

 

 続きまして、次第の４番、報告事項に入ります。 

 農家相談日について。 

 ３月６日と３月２１日の２日間開催しております。担当委員の方に報告を

お願いいたします。 

 

 報告事項１（３月６日）について議案書に記載のとおり説明を行った。 

 

 ご苦労さまでございました。 

 続きまして、３月２１日の相談日について報告いただきます。 

 

 報告事項２（３月２１日）について議案書に記載のとおり説明を行った。 

 

 ご苦労さまでございました。 

 続きまして、報告事項の２番です。使用貸借権の合意解約による通知につ
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事務局 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

事務局 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

いて、３、農地法第１８条第６項の規定による通知について（賃貸借権の合

意解約）、４、利用権設定の合意解約による通知について、事務局より一括

で報告を願います。 

 

 報告事項２、３、４について、議案書に記載のとおり説明を行った。 

 

 報告事項の１番から報告事項４、利用権設定の合意解約による通知まで報

告をいただきましたが、不明な点があれば、再度、説明をいただきます。あ

りませんか。 

 

 ないということでよろしいですか。 

 

 （はいという声あり） 

 

 それでは、次第の５番議事に入ります。 

 第１号議案、農地法第３条の規定による許可申請の許可についてを議題と

いたします。事務局より説明願います。 

 また、農地法３条の許可申請についてもあわせて説明願います。 

 

 第１号議案について、議案書に記載のとおり説明を行った。 

 

 説明が終了しましたので、第１号議案について審議をいたします。質疑あ

りませんか。 

 

（なしという声あり） 

 

 質疑なしと認め、採決に入ります。 

 第１号議案、農地法第３条の規定による許可申請の許可について、賛成の

方の挙手を求めます。 

 

 （委員全員の挙手を確認） 

 

 全員賛成と認め、第１号議案は原案どおり許可といたします。 
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議長 

 

 

 

事務局 

 

議長 

 

 

 

 

大友委員 

 

 

 

 

議長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大友委員 

 

事務局 

 

 

 続きまして、第２号議案、農用地利用集積計画書審議についてを議題とい

たします。 

 事務局より説明願います。 

 

 第２号議案について、議案書に記載のとおり説明を行った。 

 

 事務局の説明が終了いたしましたので、第２号議案について審議に入りま

す。 

 初めに、議案番号８９番、１１５番を除いた２８議案について審議をいた

します。質疑ありませんか。１９番大友委員。 

 

 最初、議案番号１１１番につきまして質問します。他の農用地利用集積計

画については売買の所有権移転がほとんどですが、議案番号１１０番との交

換の所有権移転となっていると思いますが、どのような経過でこのようにな

ったのか、もう少し詳しく説明をお願いいたします。よろしくお願いします。 

 

 事務局、答弁願います。 

 

 １９番大友委員の質問にお答えいたします。経過を詳しく説明して頂きた

いとのことですが、なぜ議案番号１１０番で●●●●さんが譲渡人なのに、

議案番号１１１番では譲受人なのかということだと思いますが、それは相手

方が認定農業者である●●●●さんだからです。交換の場合、相手が認定農

業者の場合はできるとされています。昔から農業委員をされている方は記憶

にあると思いますが、このようなケースの場合、片や農業経営基盤強化促進

法、片や農地法という手続をされていたかと思います。現在ではこのような

ケースの場合はどちらも基盤法でできるとされており、また嘱託登記の対象

になるということがわかりましたので、今回基盤法による受付をいたしまし

た。 

 

 交換の相手が認定農業者であればということですね。 

 

 認定農業者、あるいは美里町だけの制度であるあっせん台帳搭載者であれ

ばできます。今回のケースは、圃場整備の担い手への集積関係が原因であり

ます。 
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議長 

 

伊藤（惠）委員 

 

 

 

 

 

議長 

 

伊藤（惠）委員 

 

議長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

髙橋（建）委員 

 

 

 

 

議長 

 

議長 

 

 そのほかございませんか。５番伊藤委員。 

 

 素朴な質問で申しわけないんですけども、議案９５番ですが●●●●さん

の売買の対価が１０万円になっていまして、議案９６番では面積が１，７１

６平方メートルと９５番より面積が多いのに総額１０万円、同じ人が購入し

ているのに、なぜそうなったのですか。それとも何か理由があるんでしょう

か。別に問題ないんですか。 

 

 譲受人が同じで、面積が違うのに金額が同じかということで。 

 

 そうですね、面積が違うのに。単純な質問ですみません。 

 

 事務局、答弁願います。 

 

 それでは、５番伊藤惠子委員の質問にお答えいたします。ご質問の件でご

ざいますけれども、番号９６の案件では１０万になっているのはなぜかとい

う件ですが、９６番につきましては、当初、譲渡人の方が、農地はもう不要

なので無償で提供するから貰いうけてくれないか、という経過がありました。

●●●●さんとしては、ただより高いものはないということがありましたの

で、ほぼ同じ時期に決定した９５番と同じような金額でということで金額が

折り合いついたということでございます。以上でございます。 

 

 ５番伊藤委員、よろしいですか。 

 そのほか、１８番髙橋委員。 

 

 そうした場合、税金はどのように違ってきますか。もらってくださいとい

う譲渡人の方ですか、１０万円も収入として入ってくるということになるん

ですけど、その場合、無償提供と有償提供について、税率はどうなっていく

んですかね。お願いします。 

 

 休憩をします。（１４：１６） 

 

 それでは、再開をいたします。（１４：１８） 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

議長 

 

 

議長 

 

議長 

 ただいま１８番髙橋委員の質問に対して、事務局、答弁願います。 

 

 それでは、１８番髙橋委員の質問にお答えします。 

 この９６番の件ですが、やりとりの中では無償譲渡でもいいみたいな話が

あった上で１０万円という金額になったのですが、この１０万円について、

仮定の話になりますが、無償譲渡だった場合は贈与という位置づけになりま

す。その場合は農地法の手続きとなります。贈与の場合、一般贈与は１１０

万円の控除の範囲内ですので税額はでないということになります。もし１１

０万円を超えればそれなりの税額は出ますけども、１１０万円未満ですので、

しかも１０万円ですので税金はかからないということです。 

 もう一つは基盤法の関係ですけども、基盤法だと８００万円の控除まであ

りますので譲渡所得の税金はかかりません。ただ、買い手の●●●●さんと

しては、無償で貰うというわけにはいかないというようなやりとりがあった

という経過でございます。以上でございます。 

 

 １８番髙橋委員、よろしいですか。 

 

 （はいという声あり） 

 

 そのほか質疑ありませんか。 

 ないようでございますので、採決に入ります。 

 議案番号８９番、８５番の２議案を除いた２８議案について、賛成の方の

挙手を求めます。 

 

 （委員全員の挙手を確認） 

 

 全員賛成と認めます。 

 

 続きまして、議案番号８９番について審議をいたしますが、農業委員会等

に関する法律３１条により３番遊佐恭一委員の退席を求めます。 

 

 休憩します。（１４：２１） 

 

 再開します。（１４：２１） 
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議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

議長 

 

議長 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

議長代理 

 

議長代理 

 

 

 

議長代理 

 

 

 

 

 

 議案番号８９番について審議をいたします。質疑ありませんか。 

 

 （なしという声あり） 

 

 質疑なしと認め、採決に入ります。 

 議案番号８９番について、賛成の方の挙手を求めます。 

 

 （委員全員の挙手を確認） 

 

 全員賛成と認めます。 

 

 休憩します。（１４：２１） 

 

 再開します。（１４：２１） 

 

 続きまして、議案番号１１５番ついて審議をいたしますが、農業委員会等

に関する法律３１条により２０番渡邉が退席します。 

 休憩後は、１９番大友議長代理と議長を交代して審議をいたしますので、

よろしくお願いいたします。 

 

 休憩します。（１４：２２） 

 

 再開します。（１４：２３） 

 

 議案番号１１５番について審議をいたします。質疑ございませんか。 

 

 （なしという声あり） 

 

 質疑なしと認め、採決に入ります。 

 議案番号１１５番について、賛成の方の挙手を求めます。 

 

 （委員全員の挙手を確認） 
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議長代理 

 

議長代理 

 

 

議長 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

事務局 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

議長 

 

 

 

議長 

 全員賛成と認めます。 

 

 休憩します。（１４：２３） 

 休憩の後、渡邉会長と交代いたします。 

 

 再開します。（１４：２４） 

 

 議長、１９番大友職務代理者と交代をいたしました。 

 それでは、第２号議案、農用地利用集積計画書審議については、３０議案

全て賛成ですので、原案のとおり、許可とし、町長に報告をいたします。 

 

 続きまして、第３号議案、農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条

第３項による意見についてを議題といたします。 

 事務局より説明願います。 

 

 第３号議案について、議案書に記載のとおり説明を行った。 

 

 事務局の説明が終了いたしましたので、審議に入ります。質疑ありません

か。 

 

 （なしという声あり） 

 

 質疑なしと認め、採決に入ります。 

 第３号議案について賛成の方の挙手を求めます。 

 

 （委員全員の挙手を確認） 

 

 全員賛成と認めます。 

 

 第３号議案、農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項による

意見については、原案のとおり各自意見を付して農地中間管理機構へ進達を

いたします。 

 

 続きまして、第４号議案、農地法第４条第１項の規定による許可申請の意
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事務局 

 

議長 

 

 

 

我妻農地保全委

員長 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

議長 

 

 

 

事務局 

 

見決定についてを議題といたします。 

 事務局より説明を願います。 

 

 第４号議案について、議案書に記載のとおり説明を行った。 

 

 事務局の説明が終了いたしましたので、３月１１日に実施した農地保全委

員会による現地確認調査結果について、我妻農地保全委員長より報告願いま

す。 

 

 番号１について、現地は二郷地区の●●に位置しております。転用目的は

太陽光ソーラーシステムの設置でございます。農地区分については第２種農

地で、特に問題は見あたらず許可相当と見てきました。 

 

 ありがとうございました。 

 事務局の説明と保全委員会の報告が終了いたしましたので、審議に入りま

す。質疑ありませんか。 

 

 （なしという声あり） 

 

 質疑なしと認め、採決に入ります。 

 第４号議案、農地法第４条第１項の規定による許可申請の意見決定につい

て賛成の方の挙手を求めます。 

 

 （委員全員の挙手を確認） 

 

 全員賛成と認め、第４号議案は許可相当と意見を付して、宮城県知事に進

達をいたします。 

 

 続きまして、第５号議案、農地法第５条第１項の規定による許可申請の意

見決定についてを議題といたします。 

 事務局より説明願います。 

 

 第５号議案について、議案書に記載のとおり説明を行った。 
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議長 

 

 

我妻農地保全委

員長 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

議長 

 

議長 

 

議長 

 

 

 

事務局 

 

議長 

 

 

 事務局の説明が終了し、３月１６日に実施しました農地保全委員会による

現地確認調査結果について、我妻保全委員長より報告を願います。 

 

 番号８について、現地は北浦地区の●●●●●に位置しており、転用目的

は物置と駐車場です。農地区分については第３種農地であり、特に問題は見

あたらず許可相当と見てきました。 

 

 事務局の説明と保全委員会の報告が終了いたしましたので、審議に入りま

す。質疑ありませんか。 

 

 （なしという声あり） 

 

 質疑なしと認め、採決に入ります。 

 第５号議案、農地法第５条第１項の規定による許可申請の意見決定につい

て賛成の方の挙手を求めます。 

 

 （委員全員の挙手を確認） 

 

 全員賛成と認めます。第５号議案は許可相当と意見を付して、宮城県知事

に進達をいたします。 

 

 ここで休憩をいたします。４５分まで休憩といたします。（１４：３５） 

 

 それでは、再開いたします。（１４：４５） 

 

 第６号議案、美里町長の権限に属する委任事務の返戻についてを議題とい

たします。 

 事務局より説明を求めます。 

 

 第６号議案について、議案書に記載のとおり説明を行った。 

 

 事務局の説明が終了いたしました。第６号議案について審議に入ります。

質疑ありませんか。１８番髙橋委員。 
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髙橋（建）委員 

 

 

 

議長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

髙橋（建）委員 

 

 

 

 

議長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 これに関してはちょっとお聞きしてみたいと思います。 

 農業委員会としては、議案の中にもあるように、あっせん台帳名簿登載者

ということなんかあるんですけど、その点なんかはどうなっていきますかね。 

 

 事務局、答弁願います。 

 

 １８番髙橋委員の質問にお答えします。この第６号議案においての農業経

営基盤強化促進法の第１２条第４項、これは認定農業者だけを指すものでご

ざいます。 

 それで、美里町として農業経営基盤強化促進法、いわゆる基盤法を使える

担い手として認定農業者と、あっせん台帳登載者というのがございますけれ

ども、あっせん台帳登載者につきましては、厳密には基盤法でいう担い手で

はないのですが、美里町として認定農業者に準ずる担い手という位置づけを

しているものですから、そのあっせん台帳登載者につきましては、従来どお

り申請があれば受付します。認定農業者の受け付けについては今後、農業委

員会では実施せず、町長部局に戻すということになります。そういった中で、

あっせん台帳登載者につきましては、従来どおりの扱いとする予定でござい

ます。 

 

 髙橋委員、よろしいですか。 

 

この前開催された農地対策委員会では、２０１５年の農業センサスに基づ

いてあっせん台帳搭載者についても話し合われましたが、あっせん台帳登載

者の面積なんかはどのようになったのでしょうか。面積要件や基準について

説明願います。 

 

 事務局、答弁願います。 

 

 あっせん台帳帳登載者の基準ということですが、実は農政対策委員会でも

話は出されまして、確かに従来どおりの考えで運用していくことにすると、

一人あたり７ヘクタール近い規模になってしまいます。それで、農政対策委

員会の中では、引き続き従来どおり２.４４ヘクタールは動かさないで運用

しましょうという話になりました。 
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議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

議長 

 

 

 

事務局 

 

議長 

 

 

髙橋（建）委員 

 

 

 

議長 

 髙橋（建）委員、よろしいですか。 

 

 （はいという声あり） 

 

 そのほかございませんか。 

 

（なしという声あり） 

 

 なければ、採決に入ってよろしいですか。 

 

（はいという声あり） 

 

 それでは、第６号議案、美里町長の権限に属する委任事務の返戻について

賛成の方の挙手を求めます。 

 

 （委員全員の挙手を確認） 

 

 全員賛成と認めます。 

 第６号議案は原案どおり町長に返戻することに決しました。 

 

 続きまして、第７号議案、農地利用状況調査に伴う非農地の判断について

を議題といたします。 

 事務局より説明願います。 

 

 第７号議案について、議案書に記載のとおり説明を行った。 

 

 ただ今、第７号議案について事務局より詳しく説明がありました。終了し

ましたので、質疑に入ります。質疑ありませんか、１８番、髙橋委員。 

 

 内容については了としますが、添付書類の中に登記事項証明書の中で権利

の中に根抵当があるのですが、それは外すとか何かしなければならないと思

いますがどうですかね。 

 

 事務局答弁願います。 



 14

 

事務局 

 

 

 

 

 

髙橋（建）委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

議長 

 

 

 これにつきましては、抵当権を変えるとかそのようなものではなく、地目

が農地でなくなるということです。ですから、例えば現時点でも税務上はこ

れを農地とした場合、通常農地とは見なされませんので、雑種地とかに課税

されているものがあるかもしれません。あとは、抵当権を外して価値が変わ

るというとかにはなりません。 

 

 要するに、本日の資料に載っている農地は、古い抵当権設定農地ですので

いいのですが、今後、新しい抵当権設定農地も出てくる場合もあると思いま

す。それで、その辺は配慮が必要なのではないかと思うのですが。 

 

 わかりました。資料として出す場合はその辺は今後、気をつけていきたい

と思います。今回初めてなので手続き上、間違えないようにということで 

出しておりましたが、今後は余り知られたくないものについては見せないよ

うにしたいと思います。 

 

そのほかございませんか。 

 

 （なしという声あり） 

 

 なしということでよろしいですか。 

 

 （はいという声あり） 

 

質疑なしと認め、採決に入ります。 

 第７号議案について賛成の方の挙手を求めます。 

 

 （委員全員の挙手を確認） 

 

 全員賛成と認めます。第７号議案、農地利用状況調査に伴う非農地の判断

については、原案のとおり、非農地と判断することに決定いたしました。 

 

 続きまして、第８号議案、農業者年金加入推進活動謝礼金交付要領につい

てを議題といたします。 
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事務局 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

議長 

 事務局より説明願います。 

 

 第８号議案について、議案書に記載のとおり説明を行った。 

 

 ただいま８号議案について事務局より説明がございました。審議に入りま

す。質疑ございませんか。 

 

 （なしという声あり） 

 

 質疑なしと認め、採決に入ります。 

 第８号議案、農業者年金加入推進活動謝礼金交付要領について賛成の方の

挙手を求めます。 

 

 （委員全員の挙手を確認） 

 

 全員賛成と認め、第８号議案は原案のとおり承認決定といたします。 

 

 以上、第１号議案から第８号議案までの議事について終了いたします。 
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議 事 録 署 名 

上記、第３回定例総会の議事録に相違なきことを認め署名、捺印する。 

 

 

平成２９年  月  日 

             会      長 

 

             署名委員 １０番 

 

             署名委員 １１番 

 


